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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　棒状の中心電極と、
　軸線方向に延びる軸孔を有するとともに、前記中心電極を前記軸孔の先端側に備えた筒
状の絶縁体と、
　自身の先端面より前記絶縁体の先端部を突出させた状態で、前記絶縁体の周囲を取り囲
んで保持する筒状の主体金具とを備え、
　前記絶縁体は、
　先端部に位置する脚長部と、
　当該脚長部の後端から後端側へと延び、後端側へ向けて拡径するテーパ部と、
　前記テーパ部の後端から後端側へと延び、前記脚長部よりも大径の中胴部とを具備し、
　前記主体金具の内周には、
　段部と、
　前記段部の先端側に位置する先端側内周部とが形成され、
　前記段部に対して、前記テーパ部が直接的に又は間接的に係止された状態で、前記主体
金具に前記絶縁体が固定されてなるスパークプラグであって、
　前記中心電極のうち前記脚長部内に配置される部位の最大外径が３．０ｍｍ以下であり
、
　前記絶縁体のうち、
　前記軸線方向に沿った絶縁体先端から後端側に２ｍｍまでの部分の体積をＡ（ｍｍ3）
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とし、
　前記テーパ部のうち前記段部に係止される部位の後端から先端側に位置するとともに、
前記先端側内周部と自身の外周部分との径差が１．５ｍｍ以下の部分の体積をＢ（ｍｍ3

）としたとき、
　０．１２≦Ａ／Ｂ≦０．２４
を満たすことを特徴とするスパークプラグ。
【請求項２】
　前記主体金具は、燃焼装置の取付孔に螺合するためのねじ部を有するとともに、当該ね
じ部のねじ径がＭ１４であり、
　１２ｍｍ3≦Ａ、及び、８３ｍｍ3≦Ｂ≦１１３ｍｍ3を満たすことを特徴とする請求項
１に記載のスパークプラグ。
【請求項３】
　前記中心電極のうち前記脚長部内に配置される部位の最大外径を１．７ｍｍ以上とした
ことを特徴とする請求項２に記載のスパークプラグ。
【請求項４】
　前記主体金具は、燃焼装置の取付孔に螺合するためのねじ部を有するとともに、当該ね
じ部のねじ径がＭ１２であり、
　６ｍｍ3≦Ａ、及び、３５ｍｍ3≦Ｂ≦５４ｍｍ3を満たすことを特徴とする請求項１に
記載のスパークプラグ。
【請求項５】
　前記中心電極のうち前記脚長部内に配置される部位の最大外径を１．５ｍｍ以上２．６
ｍｍ以下としたことを特徴とする請求項４に記載のスパークプラグ。
【請求項６】
　前記主体金具は、燃焼装置の取付孔に螺合するためのねじ部を有するとともに、当該ね
じ部のねじ径がＭ１０であり、
　３．５ｍｍ3≦Ａ、及び、２０ｍｍ3≦Ｂ≦３７ｍｍ3を満たすことを特徴とする請求項
１に記載のスパークプラグ。
【請求項７】
　前記中心電極のうち前記脚長部内に配置される部位の最大外径を１．３ｍｍ以上２．１
ｍｍ以下としたことを特徴とする請求項６に記載のスパークプラグ。
【請求項８】
　前記主体金具の先端部から延び、先端部が前記中心電極の先端部との間で間隙を形成す
る接地電極とを備え、
　前記中心電極及び前記接地電極のうち少なくとも一方に貴金属チップを設けたことを特
徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載のスパークプラグ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内燃機関等に使用されるスパークプラグに関する。
【背景技術】
【０００２】
　スパークプラグは、内燃機関（エンジン）等の燃焼装置に取付けられ、燃焼室内の混合
気への着火のために用いられるものである。一般的にスパークプラグは、軸孔を有する絶
縁体と、当該軸孔に挿通される中心電極と、絶縁体の外周に設けられる主体金具と、主体
金具の先端面に設けられ、中心電極との間で火花放電間隙を形成する接地電極とを備える
。また、主体金具と絶縁体との組付に際しては、一般的に、主体金具の内周面に設けられ
る段部と、絶縁体の外周面に設けられるテーパ部とが、金属製の板パッキンを介して係止
される。
【０００３】
　ところで、燃焼室内においては混合気の不完全燃焼等によりカーボンが発生し、これが
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絶縁体表面へ堆積するおそれがある。ここで、絶縁体表面へのカーボンの堆積が進み、絶
縁体の先端部表面がカーボンで覆われて汚損してしまうと、火花放電間隙において正常な
火花放電が発生することなく、中心電極から主体金具へとカーボンを伝って電流が流れて
（リークして）しまうおそれがある。
【０００４】
　これに対して、耐汚損性の向上を図るべく、絶縁体の表面温度を一気に上昇させること
により、カーボンを焼き切る機能、すなわち「自己清浄機能」を有するスパークプラグが
知られている。
【０００５】
　しかしながら、スパークプラグの先端温度が所定温度（例えば、１１００℃）以上に過
熱されてしまうと、過熱されたスパークプラグの先端が着火源となってしまうおそれがあ
る。すなわち、スパークプラグの点火前であるにも関わらず、混合気が着火してしまう、
いわゆる「プレイグニッション」が生じてしまうおそれがある。
【０００６】
　そこで、前記テーパ部の先端側に位置する部位と主体金具との間の間隙を小さくすると
ともに、当該間隙の軸線に沿った長さを大きくする技術が提案されている（例えば、特許
文献１等参照）。この技術では、前記間隙を小さくすることで、絶縁体から主体金具へ効
率よく熱が伝達されるように調整され、耐熱性の向上が図られる。また、前記間隙の軸線
に沿った長さを大きくすることで、当該間隙への未燃ガス（カーボン）の侵入が防止され
、耐汚損性の向上が図られる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００５－１８３１７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところが、上記技術により耐熱性及び耐汚損性の双方をある程度向上させることができ
るものの、用いられる燃焼装置等によっては汚損が進行してしまい、電流のリークが発生
してしまうおそれがある。
【０００９】
　また近年では、スパークプラグの小径化の要請があり、絶縁体の小径化が要求されてい
る。ここで、絶縁体の小径化にあたっては、耐電圧性能を確保すべく、絶縁体の肉厚を十
分に確保する必要があり、結果として、絶縁体の軸孔が小径化される。このとき、軸孔に
挿通される中心電極も小径化されるわけであるが、絶縁体の熱は、主として熱伝導性に優
れた中心電極から主体金具側へと引かれる。そのため、中心電極の小径化に伴い絶縁体の
熱を主体金具側へと伝達する効率が低下してしまい、ひいては絶縁体の耐熱性が低下して
しまうおそれがある。
【００１０】
　本発明は、上記事情を鑑みてなされたものであり、その目的は、小径化された中心電極
を有するスパークプラグにおいて、耐汚損性及び耐熱性の双方を向上させることができる
スパークプラグを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　以下、上記目的を解決するのに適した各構成につき、項分けして説明する。なお、必要
に応じて対応する構成に特有の作用効果を付記する。
【００１２】
　構成１．本構成のスパークプラグは、棒状の中心電極と、
　軸線方向に延びる軸孔を有するとともに、前記中心電極を前記軸孔の先端側に備えた筒
状の絶縁体と、
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　自身の先端面より前記絶縁体の先端部を突出させた状態で、前記絶縁体の周囲を取り囲
んで保持する筒状の主体金具とを備え、
　前記絶縁体は、
　先端部に位置する脚長部と、
　当該脚長部の後端から後端側へと延び、後端側へ向けて拡径するテーパ部と、
　前記テーパ部の後端から後端側へと延び、前記脚長部よりも大径の中胴部とを具備し、
　前記主体金具の内周には、
　段部と、
　前記段部の先端側に位置する先端側内周部とが形成され、
　前記段部に対して、前記テーパ部が直接的に又は間接的に係止された状態で、前記主体
金具に前記絶縁体が固定されてなるスパークプラグであって、
　前記中心電極のうち前記脚長部内に配置される部位の最大外径が３．０ｍｍ以下であり
、
　前記絶縁体のうち、
　前記軸線方向に沿った絶縁体先端から後端側に２ｍｍまでの部分の体積をＡ（ｍｍ3）
とし、
　前記テーパ部のうち前記段部に係止される部位の後端から先端側に位置するとともに、
前記先端側内周部と自身の外周部分との径差が１．５ｍｍ以下の部分の体積をＢ（ｍｍ3

）としたとき、
　０．１２≦Ａ／Ｂ≦０．２４
を満たすことを特徴とする。
【００１３】
　尚、「前記テーパ部のうち段部に係止される部位の後端から先端側に位置するとともに
前記先端側内周部と自身の外周部分との径差が１．５ｍｍ以下の部分（以下、「絶縁体根
元部」と称す）」とあるのは、テーパ部のうち段部に係止される部位の後端から、当該後
端より先端側に向けて先端側内周部と絶縁体の外周部分との径差が初めて１．５ｍｍを超
える部位の直後端までの間の領域を意味する。従って、先端側内周部と絶縁体の外周部分
との径差が１．５ｍｍを超えた部位から先端側に、径差が１．５ｍｍ以下の部位が存在し
ていたとしても、当該部位については絶縁体根元部の対象とはならない。
【００１４】
　上記構成１によれば、絶縁体のうち、軸線方向に沿った絶縁体先端から後端側に２ｍｍ
までの部分（「絶縁体先端部」と称す）の体積をＡ（ｍｍ3）とし、絶縁体根元部の体積
をＢ（ｍｍ3）としたとき、０．１２≦Ａ／Ｂ≦０．２４を満たすように、絶縁体先端部
及び絶縁体根元部の体積がそれぞれ設定されている。
【００１５】
　ここで、絶縁体先端部の体積の大小は、当該部位の昇温特性を表しており、絶縁体先端
部の体積が大きいほど、当該部位は昇温しにくく、高温となりにくい一方で、絶縁体先端
部の体積が小さいほど、当該部位は昇温しやすく、高温となりやすい。
【００１６】
　そこで、本構成１では、この要素を勘案して、０．１２≦Ａ／Ｂとすること（換言すれ
ば、絶縁体先端部の体積が極端に小さくなってしまうことを防止すること）により、絶縁
体先端部の過昇温を防止し、耐熱性の向上が図られている。一方で、Ａ／Ｂ≦０．２４と
すること（換言すれば、絶縁体先端部の体積の極端な増大を防止すること）で、使用時に
おいて絶縁体先端部を比較的高温とすることができ、耐汚損性の向上が図られている。
【００１７】
　また、絶縁体根元部の体積の大小は、熱伝導性に優れた中心電極から主体金具（燃焼装
置）側への熱伝達の経路の大小、つまり、中心電極を介した絶縁体先端部から主体金具側
への熱の引かれやすさを表しているが、本構成１によれば、絶縁体根元部の体積Ｂが、Ａ
／０．２４≦Ｂ≦Ａ／０．１２を満たすように構成されている。すなわち、絶縁体先端部
の体積（絶縁体先端部に溜まり得る熱量）に合わせて、十分な熱引き性能を確保すること
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ができる一方で、絶縁体先端部の熱を過度に引きすぎない程度に絶縁体根元部の体積が設
定されている。このため、中心電極のうち脚長部内に配置される部位の最大外径が３．０
ｍｍ以下と比較的小径化され、絶縁体の耐熱性低下が懸念されるスパークプラグにおいて
も、上述のように絶縁体先端部の体積を設定したことによる耐熱性及び耐汚損性の向上と
いう作用効果が損なわれることなく、むしろより確実、かつ、より効果的に耐熱性及び耐
汚損性の向上を図ることができる。
【００１８】
　構成２．本構成のスパークプラグは、上記構成１において、前記主体金具は、燃焼装置
の取付孔に螺合するためのねじ部を有するとともに、当該ねじ部のねじ径がＭ１４であり
、１２ｍｍ3≦Ａ、及び、８３ｍｍ3≦Ｂ≦１１３ｍｍ3を満たすことを特徴とする。
【００１９】
　上記構成２によれば、ねじ部のねじ径がＭ１４とされたスパークプラグにおいて、絶縁
体先端部の体積Ａが１２ｍｍ3以上とされる。このため、絶縁体先端部が十分な大きさ（
厚さ）を有することとなり、絶縁体先端部における耐電圧性能を十分に維持することがで
きる。
【００２０】
　また、絶縁体根元部の体積Ｂが８３ｍｍ3以上とされるため、絶縁体根元部が十分な大
きさ（厚さ）を有し、絶縁体根元部において優れた耐電圧性能を確保することができる。
一方で、絶縁体の挿通される主体金具の内孔の拡径にも限界があることから、絶縁体の外
径を大きくすることにも限界がある。従って、本構成２のように、ねじ径がＭ１４のスパ
ークプラグにおいては、絶縁体根元部の体積Ｂを１１３ｍｍ3以下とすることが望ましい
。
【００２１】
　尚、絶縁体のうち、主体金具の先端側内周部と自身の外周部分との径差が１．５ｍｍ以
下となる部分を軸線に沿ってより長くすることで絶縁体根元部の体積Ｂをより増大させる
ことも可能ではある。ところが、この場合には、絶縁体の脚長部のうち主体金具の内周面
との間である程度大きな間隙を有する部位が相対的に減少してしまうため、比較的少量の
カーボンが堆積しただけで電流のリークが発生してしまうおそれがある。従って、この点
を考慮しても、絶縁体根元部の体積Ｂを１１３ｍｍ3以下とすることが望ましいといえる
。
【００２２】
　構成３．本構成のスパークプラグは、上記構成２において、前記中心電極のうち前記脚
長部内に配置される部位の最大外径を１．７ｍｍ以上としたことを特徴とする。
【００２３】
　上記構成３によれば、中心電極のうち脚長部内に配置される部位の最大外径が１．７ｍ
ｍ以上とされる。そのため、ねじ部のねじ径がＭ１４とされ、絶縁体先端部の体積が比較
的大きくされる場合であっても、中心電極を介して絶縁体先端部や中心電極先端部の熱を
主体金具側へと効率よく伝達することができる。その結果、耐熱性の更なる向上を図るこ
とができる。
【００２４】
　構成４．本構成のスパークプラグは、上記構成１において、前記主体金具は、燃焼装置
の取付孔に螺合するためのねじ部を有するとともに、当該ねじ部のねじ径がＭ１２であり
、６ｍｍ3≦Ａ、及び、３５ｍｍ3≦Ｂ≦５４ｍｍ3を満たすことを特徴とする。
【００２５】
　上記構成４によれば、ねじ部のねじ径がＭ１２とされたスパークプラグにおいて、絶縁
体先端部の体積Ａが６ｍｍ3以上とされる。このため、絶縁体先端部の厚みが十分に大き
なものとなり、絶縁体先端部において優れた耐電圧性能を実現することができる。さらに
、絶縁体根元部の体積Ｂが３５ｍｍ3以上とされるため、絶縁体根元部においても優れた
耐電圧性能を確保することができる。
【００２６】
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　尚、ねじ径がＭ１２とされた主体金具の内孔の大きさ等を考慮して、絶縁体根元部の体
積Ｂについては５４ｍｍ3以下とすることが望ましい。
【００２７】
　構成５．本構成のスパークプラグは、上記構成４において、前記中心電極のうち前記脚
長部内に配置される部位の最大外径を１．５ｍｍ以上２．６ｍｍ以下としたことを特徴と
する。
【００２８】
　上記構成５によれば、ねじ径をＭ１２とした際の絶縁体先端部の大きさに対応して、中
心電極のうち脚長部内に配置される部位の最大外径が１．５ｍｍ以上とされるため、絶縁
体先端部や中心電極先端部の熱を主体金具側へと効率よく伝達することができ、耐熱性の
更なる向上を図ることができる。一方で、中心電極のうち脚長部内に配置される部位の最
大外径が２．６ｍｍ以下とされるため、絶縁体の薄肉化を防止することができ、耐電圧性
能のより一層の向上を図ることができる。
【００２９】
　構成６．本構成のスパークプラグは、上記構成１において、前記主体金具は、燃焼装置
の取付孔に螺合するためのねじ部を有するとともに、当該ねじ部のねじ径がＭ１０であり
、３．５ｍｍ3≦Ａ、及び、２０ｍｍ3≦Ｂ≦３７ｍｍ3を満たすことを特徴とする。
【００３０】
　上記構成６によれば、ねじ部のねじ径がＭ１０とされたスパークプラグにおいて、絶縁
体先端部及び絶縁体根元部の双方において優れた耐電圧性能を実現することができる。
【００３１】
　構成７．本構成のスパークプラグは、上記構成６において、前記中心電極のうち前記脚
長部内に配置される部位の最大外径を１．３ｍｍ以上２．１ｍｍ以下としたことを特徴と
する。
【００３２】
　上記構成７によれば、ねじ部のねじ径をＭ１０とスパークプラグにおいて、耐熱性及び
耐電圧性能の更なる向上を図ることができる。
【００３３】
　構成８．本構成のスパークプラグは、上記構成１乃至７のいずれかにおいて、前記主体
金具の先端部から延び、先端部が前記中心電極の先端部との間で間隙を形成する接地電極
とを備え、
　前記中心電極及び前記接地電極のうち少なくとも一方に貴金属チップを設けたことを特
徴とする。
【００３４】
　上記構成８によれば、中心電極及び接地電極のうち少なくとも一方に貴金属チップが接
合されるため、耐消耗性の向上、ひいては長寿命化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】スパークプラグの構成を示す一部破断正面図である。
【図２】スパークプラグの先端部の構成を示す一部破断拡大正面図である。
【図３】プレイグニッション試験の結果を示すグラフである。
【図４】中心電極径と温度差との関係を示すグラフである。
【図５】別の実施形態における、スパークプラグの構成を示す一部破断正面図である。
【図６】別の実施形態における、スパークプラグの先端部の構成を示す一部破断拡大正面
図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　以下に、一実施形態について図面を参照しつつ説明する。図１は、スパークプラグ１を
示す一部破断正面図である。尚、図１では、スパークプラグ１の軸線ＣＬ１方向を図面に
おける上下方向とし、下側をスパークプラグ１の先端側、上側を後端側として説明する。
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【００３７】
　スパークプラグ１は、筒状をなす絶縁体としての絶縁碍子２、これを保持する筒状の主
体金具３などから構成されるものである。
【００３８】
　絶縁碍子２は、周知のようにアルミナ等を焼成して形成されており、その外形部におい
て、後端側に形成された後端側胴部１０と、当該後端側胴部１０よりも先端側において径
方向外向きに突出形成された大径部１１と、当該大径部１１よりも先端側においてこれよ
りも細径に形成された中胴部１２と、当該中胴部１２よりも先端側においてこれより細径
に形成された脚長部１３とを備えている。加えて、絶縁碍子２のうち、大径部１１、中胴
部１２、及び、大部分の脚長部１３は、主体金具３の内部に収容されている。また、脚長
部１３と中胴部１２との連接部にはテーパ部１４が形成されており、当該テーパ部１４に
て絶縁碍子２が主体金具３に係止されている。
【００３９】
　さらに、絶縁碍子２には、軸線ＣＬ１に沿って軸孔４が貫通形成されており、当該軸孔
４の先端側には中心電極５が挿入、固定されている。当該中心電極５は、銅又は銅合金か
らなる内層５Ａと、ニッケル（Ｎｉ）を主成分とするＮｉ合金からなる外層５Ｂとにより
構成されている。また、中心電極５は、全体として棒状（円柱状）をなし、その先端面が
平坦に形成されるとともに、絶縁碍子２の先端から突出している。さらに、中心電極５の
先端部には、貴金属合金（例えば、イリジウム合金）により形成された円柱状の貴金属チ
ップ３１が接合されている。
【００４０】
　また、軸孔４の後端側には、絶縁碍子２の後端から突出した状態で、端子電極６が挿入
、固定されている。
【００４１】
　さらに、軸孔４の中心電極５と端子電極６との間には、円柱状の抵抗体７が配設されて
いる。当該抵抗体７の両端部は、導電性のガラスシール層８，９を介して、中心電極５と
端子電極６とにそれぞれ電気的に接続されている。
【００４２】
　加えて、前記主体金具３は、低炭素鋼等の金属により筒状に形成されており、その外周
面にはスパークプラグ１を内燃機関等の燃焼装置に取付けるためのねじ部（雄ねじ部）１
５が形成されている。また、ねじ部１５の後端側の外周面には座部１６が形成され、ねじ
部１５後端のねじ首１７にはリング状のガスケット１８が嵌め込まれている。さらに、主
体金具３の後端側には、スパークプラグ１を燃焼装置に取付ける際にレンチ等の工具を係
合させるための断面六角形状の工具係合部１９が設けられるとともに、後端部において絶
縁碍子２を保持するための加締め部２０が設けられている。
【００４３】
　また、主体金具３の内周面には、絶縁碍子２を係止するためのテーパ状の段部２１が設
けられている。そして、絶縁碍子２は、主体金具３の後端側から先端側に向かって挿入さ
れ、自身のテーパ部１４が主体金具３の段部２１に係止された状態で、主体金具３の後端
側の開口部を径方向内側に加締めること、つまり上記加締め部２０を形成することによっ
て固定される。尚、絶縁碍子２のテーパ部１４及び主体金具３の段部２１の間には、円環
状の板パッキン２２が介在されている。これにより、燃焼室内の気密性を保持し、燃焼室
内に晒される絶縁碍子２の脚長部１３と主体金具３の内周面との隙間に入り込む燃料空気
が外部に漏れないようになっている。
【００４４】
　さらに、加締めによる密閉をより完全なものとするため、主体金具３の後端側において
は、主体金具３と絶縁碍子２との間に環状のリング部材２３，２４が介在され、リング部
材２３，２４間にはタルク（滑石）２５の粉末が充填されている。すなわち、主体金具３
は、板パッキン２２、リング部材２３，２４及びタルク２５を介して絶縁碍子２を保持し
ている。
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【００４５】
　また、主体金具３の先端部２６には、自身の略中間が曲げ返されて、その側面が中心電
極５の先端部と対向する接地電極２７が接合されている。接地電極２７のうち、前記中心
電極５の先端部（貴金属チップ３１）と対向する部位には、貴金属合金（例えば、白金合
金等）からなる貴金属チップ３２が接合されている。そして、前記貴金属チップ３１，３
２の間には、間隙としての火花放電間隙３３が形成されており、当該火花放電間隙３３に
おいて、前記軸線ＣＬ１にほぼ沿った方向で火花放電が行われるようになっている。
【００４６】
　ところで、本実施形態では、主体金具３のねじ部１５のねじ径がＭ１４とされている。
そこで、主体金具３のうち絶縁碍子２の挿通される内孔の内径は、前記ねじ部１５のサイ
ズに合わせた大きさのものとされており、また、前記主体金具３の内孔の大きさに対応し
て絶縁碍子２の大きさ（外径）や軸孔４の内径が設定されている。そして、本実施形態に
おいては、絶縁碍子２の軸孔４の内径に合わせて、中心電極５のうち前記脚長部１３内に
配置される部位の最大外径が１．７ｍｍ以上３．０ｍｍ以下とされている。
【００４７】
　加えて、図２に示すように、絶縁碍子２のうち、軸線ＣＬ１方向に沿った絶縁碍子２先
端から後端側に２ｍｍまでの部分（以下、「絶縁体先端部」と称す）４１の体積をＡとし
たとき、Ａ≧１２ｍｍ3を満たすように、絶縁体先端部４１の形状等が設定されている。
【００４８】
　一方で、絶縁碍子２において、テーパ部１４のうち前記段部２１（板パッキン２２）に
係止される部位の後端から先端側に位置する部分であって、主体金具３の内周のうち前記
段部２１よりも先端側に位置する先端側内周部５１との径差Ｄが１．５ｍｍ以下（すなわ
ち、Ｄ／２≦０．７５ｍｍ）の部分（以下、「絶縁体根元部」と称す）４２の体積をＢと
したとき、８３ｍｍ3≦Ｂ≦１１３ｍｍ3となるように絶縁体根元部４２の外径等が設定さ
れている。
【００４９】
　また、絶縁体先端部４１の体積Ａ及び絶縁体根元部４２の体積Ｂについては、０．１２
≦Ａ／Ｂ≦０．２４の関係を満たすように、それぞれの体積Ａ，Ｂが設定されている。
【００５０】
　尚、上述した絶縁体先端部４１の体積Ａ、及び、絶縁体根元部４２の体積Ｂの数値範囲
は、ねじ部１５のねじ径がＭ１４とされている場合のものであって、ねじ部１５のねじ径
を変更することによって、それらも変更されることとなる。
【００５１】
　すなわち、ねじ部１５のねじ径がＭ１２とされる場合には、絶縁体先端部４１の体積Ａ
、及び、絶縁体根元部４２の体積Ｂについて、それぞれＡ≧６ｍｍ3、及び、３５ｍ3≦Ｂ
≦５４ｍｍ3とされる。また、ねじ部１５の小径化に伴い、絶縁碍子２及びこれに挿通さ
れる中心電極５も小径化されることとなる。そこで、ねじ部１５のねじ径がＭ１２である
場合には、中心電極５のうち前記脚長部１３内に配置される部位の最大外径が１．５ｍｍ
以上２．６ｍｍ以下とされる。
【００５２】
　また、ねじ部１５のねじ径がＭ１０とされる場合には、絶縁体先端部４１の体積Ａ、及
び、絶縁体根元部４２の体積Ｂについて、それぞれＡ≧３．５ｍｍ3、及び、２０ｍ3≦Ｂ
≦３７ｍｍ3とされる。加えて、ねじ部１５のねじ径をＭ１０とした場合には、中心電極
５のうち脚長部１３内に配置される部位の最大外径が１．３ｍｍ以上２．１ｍｍ以下とさ
れる。
【００５３】
　但し、ねじ部１５のねじ径を種々変更した場合であっても、Ａ／Ｂについては、０．１
２≦Ａ／Ｂ≦０．２４を満たすものとされる。
【００５４】
　次に、上記のように構成されてなるスパークプラグ１の製造方法について説明する。
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【００５５】
　まず、主体金具３を予め加工しておく。すなわち、円柱状の金属素材（例えばＳ１７Ｃ
やＳ２５Ｃといった鉄系素材やステンレス素材）を冷間鍛造加工により貫通孔を形成し、
概形を製造する。その後、切削加工を施すことで外形を整え、主体金具中間体を得る。
【００５６】
　続いて、主体金具中間体の先端面に、Ｎｉ合金からなる直棒状の接地電極２７を抵抗溶
接する。当該溶接に際してはいわゆる「ダレ」が生じるので、その「ダレ」を除去した後
、主体金具中間体の所定部位にねじ部１５が転造によって形成される。これにより、接地
電極２７の溶接された主体金具３が得られる。また、接地電極２７の溶接された主体金具
３には、亜鉛メッキ或いはニッケルメッキが施される。尚、耐食性向上を図るべく、その
表面に、さらにクロメート処理が施されることとしてもよい。メッキ処理が施された後、
接地電極２７先端部のメッキが除去される。
【００５７】
　一方、前記主体金具３とは別に、絶縁碍子２を成形加工しておく。例えば、アルミナを
主体としバインダ等を含む原料粉末を用い、成型用素地造粒物を調製し、これを用いてラ
バープレス成形を行うことで、筒状の成形体が得られる。尚、中心電極５が挿通される絶
縁碍子２の軸孔４は、棒状（針状）のプレスピンを成型用素地造粒物に対して挿入した状
態で、ラバープレス成形を行うことで形成される。そのため、前記プレスピンの外径は、
軸孔４に挿通される中心電極５のサイズや絶縁碍子２の体積等に合わせて変更されること
となる。
【００５８】
　また、得られた成形体に対し、研削加工が施され外形が整形される。このとき、次述す
る焼成加工の後において、絶縁体先端部４１の体積Ａや絶縁体根元部４２の体積Ｂ等が上
述の数値範囲となるように成形体への研削加工が施される。次いで、研削加工後の成形体
に焼成加工を施すことで絶縁碍子２が得られる。
【００５９】
　また、前記主体金具３、絶縁碍子２とは別に、中心電極５を製造しておく。すなわち、
中央部に放熱性向上を図るための銅合金を配置したＮｉ合金を鍛造加工することで、中心
電極５を作製する。次に、中心電極５の先端部に対して貴金属チップ３１がレーザ溶接等
により接合される。
【００６０】
　そして、上記のようにして得られた絶縁碍子２及び中心電極５と、抵抗体７と、端子電
極６とが、ガラスシール層８，９によって封着固定される。ガラスシール層８，９として
は、一般的にホウ珪酸ガラスと金属粉末とが混合されて調製されており、当該調製された
ものが抵抗体７を挟むようにして絶縁碍子２の軸孔４内に注入された後、後方から前記端
子電極６が押圧された状態で、焼成炉内にて焼き固められる。尚、このとき、絶縁碍子２
の後端側胴部１０の表面には釉薬層が同時に焼成されることとしてもよいし、事前に釉薬
層が形成されることとしてもよい。
【００６１】
　その後、上記のようにそれぞれ作製された中心電極５及び端子電極６を備える絶縁碍子
２と、接地電極２７を備える主体金具３とが組付けられる。より詳しくは、比較的薄肉に
形成された主体金具３の後端側の開口部を径方向内側に加締めること、つまり上記加締め
部２０を形成することによって固定される。
【００６２】
　この際、絶縁碍子２の先端が主体金具３の先端面から軸線ＣＬ１に沿って１．５ｍｍ～
３．５ｍｍほど先端側に位置するように絶縁碍子２と主体金具３とが組付けられる。
【００６３】
　次いで、メッキ除去された接地電極２７の先端部に貴金属チップ３２が抵抗溶接等によ
り接合される。そして最後に、接地電極２７の略中間部分を屈曲させることで、前記火花
放電間隙３３の大きさを調整する加工が実施され、上述のスパークプラグ１が得られる。
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【００６４】
　以上詳述したように、本実施形態によれば、０．１２≦Ａ／Ｂとすること（換言すれば
、絶縁体先端部４１の体積Ａが極端に小さくなってしまうことを防止すること）により、
絶縁体先端部４１の過昇温を防止し、耐熱性の向上が図られている。一方で、Ａ／Ｂ≦０
．２４とすること（換言すれば、絶縁体先端部４１の体積Ａの極端な増大を防止すること
）で、使用時において絶縁体先端部４１を比較的高温とすることができ、耐汚損性の向上
が図られている。
【００６５】
　また、絶縁体根元部４２の体積Ｂの大小は、熱伝導性に優れた中心電極５から主体金具
３（燃焼装置）側への熱伝達の経路の大小、つまり、中心電極５を介した絶縁体先端部４
１の熱の引かれやすさを表しているが、本実施形態によれば、絶縁体根元部の体積Ｂが、
Ａ／０．２４≦Ｂ≦Ａ／０．１２を満たすように構成されている。すなわち、絶縁体先端
部４１の体積Ａ（絶縁体先端部４１に溜まり得る熱量）に合わせて、十分な熱引き性能を
確保することができる一方で、絶縁体先端部４１の熱を過度に引きすぎない程度に絶縁体
根元部４２の体積Ｂが設定されている。このため、中心電極５のうち脚長部１３内に配置
される部位の最大外径が３．０ｍｍ以下と比較的小径化され、絶縁碍子２の耐熱性低下が
懸念されるスパークプラグ１においても、上述のように絶縁体先端部４１の体積Ａを設定
したことによる耐熱性及び耐汚損性の向上という作用効果が損なわれることなく、むしろ
より確実、かつ、より効果的に耐熱性及び耐汚損性の向上を図ることができる。
【００６６】
　加えて、本実施形態のように、ねじ部のねじ径がＭ１４とされたスパークプラグ１にお
いて、絶縁体先端部４１の体積Ａが１２ｍｍ3以上とされる。このため、絶縁体先端部４
１が十分な大きさ（厚さ）を有することとなり、絶縁体先端部４１における耐電圧性能を
十分に維持することができる。
【００６７】
　さらに、絶縁体根元部４２の体積Ｂが８３ｍｍ3以上とされるため、絶縁体根元部４２
が十分な大きさ（厚さ）を有し、絶縁体根元部４２において優れた耐電圧性能を確保する
ことができる。
【００６８】
　加えて、中心電極５のうち脚長部１３内に配置される部位の最大外径が１．７ｍｍ以上
とされるため、中心電極５を介して絶縁体先端部４１から主体金具３側へと効率よく熱を
伝達することができ、耐熱性の更なる向上を図ることができる。
【００６９】
　また、中心電極５及び接地電極２７の双方に貴金属チップ３１，３２が接合されている
ため、火花放電に対する耐消耗性の向上、ひいては長寿命化を図ることができる
　次いで、上記実施形態によって奏される作用効果を確認すべく、絶縁体根元部の体積Ｂ
に対する絶縁体先端部の体積Ａの比（Ａ／Ｂ）を種々変更したスパークプラグのサンプル
を作製し、各サンプルについて、ＪＩＳ　Ｄ１６０６に基づくプレイグニッション試験を
行った。
【００７０】
　尚、プレイグニッション試験の概要は次の通りである。すなわち、各サンプルを排気量
１．６Ｌ、４気筒ＤＯＨＣエンジンに取付けた上で、点火時期を正規の点火時期から所定
角度ずつ進角させた状態で、各点火時期ごとに２分間運転を継続させた。そして、サンプ
ルに印加される電流の波形に基づいて、プレイグニッションが発生した点火時期（プレイ
グニッション発生進角）を特定した。尚、プレイグニッション発生進角が大きいほど、プ
レイグニッションが発生しにくい、すなわち耐熱性に優れることを意味する。図３に、プ
レイグニッション試験の結果を示す。尚、各サンプルのねじ部のねじ径はそれぞれＭ１４
とした。
【００７１】
　図３に示すように、Ａ／Ｂを０．１２未満としたサンプルは、プレイグニッション発生
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部の体積Ａが過度に小さすぎたため、絶縁体先端部が過熱されてしまったこと等に起因す
ると考えられる。
【００７２】
　さらに、Ａ／Ｂが０．２７を超えるサンプルについても、プレイグニッション発生進角
が小さく、耐熱性に劣ることがわかった。これは、絶縁体先端部の体積Ａが過度に大きか
ったり、絶縁体根元部Ｂの体積が過度に小さかったりしたため、絶縁体先端部の熱が主体
金具側へと十分に引かれなかったことによると考えられる。
【００７３】
　これに対して、０．１２≦Ａ／Ｂ≦０．２７を満たすサンプルは、プレイグニッション
発生進角が４０°程度まで増加し、優れた耐熱性を有することが明らかとなった。これは
、絶縁体先端部の体積、及び、絶縁体根元部の体積の双方がバランスよく設定されたこと
により、絶縁体先端部の熱を絶縁体根元部を介して効率よく主体金具側へと引くことがで
きたことに起因すると考えられる。
【００７４】
　以上より、耐熱性の向上を図るという点から、絶縁体先端部の体積Ａ及び絶縁体根元部
の体積Ｂについて、０．１２≦Ａ／Ｂ≦０．２７を満たすように設定することが好ましい
といえる。
【００７５】
　次いで、Ａ／Ｂを種々変更したスパークプラグのサンプルについて、ＪＩＳ　Ｄ１６０
６に基づく耐汚損性評価試験を行った。
【００７６】
　尚、耐汚損性評価試験の概要は次の通りである。すなわち、低温試験室内（－１０℃）
のシャシダイナモメータ上に排気量１．６Ｌの４気筒ＤＯＨＣエンジンを有する試験用自
動車を置き、当該試験用自動車のエンジンに各サンプルを組み付ける。そして、空吹かし
を３回行った後、３速３５ｋｍ／ｈで４０秒間走行し、９０秒間のアイドリングを挟んで
、再度３速３５ｋｍ／ｈで４０秒間走行する。その後、エンジンを一度停止・冷却させる
。次いで、空吹かしを３回行った後、１速１５ｋｍ／ｈで２０秒間走行することを、３０
秒間のエンジン停止を挟みつつ、合計３度行い、その後エンジンを停止させる。この一連
のテストパターンを１サイクルとして、１０サイクル繰り返した後、サンプルの絶縁抵抗
値を測定した。ここで、サンプルの絶縁抵抗値が１０ＭΩ未満であった場合には、耐汚損
性が不十分であるとして「×」の評価を下すこととし、一方で、絶縁抵抗値が１０ＭΩ以
上であった場合には、耐汚損性に優れるとして「○」の評価を下すこととした。表１に、
耐汚損性評価試験の結果を示す。尚、各サンプルのねじ部のねじ径はそれぞれＭ１４とし
た。また、各サンプルの試験前の絶縁抵抗値は１０4ＭΩよりも大きなものであった。
【００７７】
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【表１】

　表１に示すように、Ａ／Ｂを０．２４よりも大きくしたサンプルは、絶縁抵抗値が大き
く低下してしまい、耐汚損性が不十分となってしまうことがわかった。これは、絶縁体先
端部の体積Ａが過大であった等の理由により、絶縁体先端部が十分に昇温せず、ひいては
カーボンを十分に焼き切れなかったためであると考えられる。
【００７８】
　一方で、Ａ／Ｂを０．２４以下としたサンプルは、絶縁抵抗値の低下が抑制され、優れ
た耐汚損性を有することがわかった。これは、絶縁体先端部が比較的小さかったこと等か
ら、カーボンを焼き切り可能な程度まで絶縁体先端部が十分に加熱されたことに起因する
と考えられる。
【００７９】
　以上、両試験の結果を勘案して、耐熱性及び耐汚損性の双方を向上させるという観点か
ら、０．１２≦Ａ／Ｂ≦０．２４を満たすように、絶縁体先端部の体積Ａ及び絶縁体根元
部の体積Ｂを設定することが好ましいといえる。
【００８０】
　次に、ねじ部のねじ径をＭ１４、Ｍ１２、又は、Ｍ１０とした上で、絶縁体先端部の体
積Ａを種々変更したスパークプラグのサンプルを５本ずつ作製し、各サンプルについて、
実機耐電圧評価試験を行った。
【００８１】
　尚、実機耐電圧評価試験の概要は、次の通りである。すなわち、各サンプルを排気量０
．６６Ｌの４気筒ＤＯＨＣエンジンに組付けた上で、回転量３２００ｒｐｍで１０分に亘
ってエンジンを動作させた。そして、５本中いずれかのサンプルにおいて、絶縁体先端部
に放電による貫通が確認された場合には、耐電圧性能が不十分であるとして「×」の評価
を下し、一方、５本中全てのサンプルで絶縁体先端部における貫通が確認されなかった場
合には、耐電圧性能に優れるとして「○」の評価を下すこととした。
【００８２】
　さらに、ねじ部のねじ径をＭ１４，Ｍ１２、又は、Ｍ１０とした上で、絶縁体根元部Ｂ
の体積Ｂを種々変更したスパークプラグのサンプルを５本ずつ作製し、各サンプルについ
て油中耐電圧評価試験を行った。
【００８３】
　尚、油中耐電圧評価試験の概要は次の通りである。すなわち、各サンプルの先端部を、
絶縁碍子のテーパ部が浸る程度に所定温度（２０℃）のシリコンオイル等の液状絶縁媒体
中に入れ、絶縁碍子と主体金具との間を液状絶縁媒体で満たして絶縁した。その上で、ね
じ径Ｍ１４のサンプルには３５ｋＶ、ねじ径Ｍ１２のサンプルには３０ｋＶ、ねじ径Ｍ１
０のサンプルには２５ｋＶの電圧をそれぞれ印加し、絶縁体根元部における放電による貫
通の有無を確認した。そして、５本中いずれかのサンプルにおいて、絶縁体根元部での貫
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全てのサンプルで貫通が確認されなかった場合には、優れた耐電圧性能を有するとして「
○」の評価を下すこととした。
【００８４】
　ねじ径をＭ１４としたサンプルにおける、実機耐久評価試験の試験結果を表２に示し、
油中耐電圧評価試験の試験結果を表３に示す。また、ねじ径をＭ１２としたサンプルにつ
いて、表４に実機耐久評価試験の試験結果を示し、表５に油中耐電圧評価試験の試験結果
を示す。さらに、ねじ径をＭ１２としたサンプルについて、表６に実機耐久評価試験の試
験結果を示し、表７に油中耐電圧評価試験の試験結果を示す。尚、各表におけるカッコ内
の数値は、絶縁体先端部の最後端部の外径、或いは、絶縁体根元部の最先端部の外径を示
す。また、各サンプルは、火花放電間隙において放電が生じないように接地電極を除去し
た。
【００８５】
【表２】

【００８６】
【表３】

【００８７】
【表４】

【００８８】
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【表５】

【００８９】
【表６】

【００９０】
【表７】

　表２及び表３に示すように、ねじ径をＭ１４としたサンプルについて、絶縁体先端部の
体積Ａを１２ｍｍ3未満としたものや、絶縁体根元部の体積Ｂを８３ｍｍ3未満としたもの
は、耐電圧性能が不十分となってしまうことがわかった。これは、絶縁体の体積の減少に
より、絶縁碍子が過度に薄くなってしまったためであると考えられる。
【００９１】
　これに対して、絶縁体先端部の体積を１２ｍｍ3以上としたものや、絶縁体根元部の体
積Ｂを８３ｍ3以上としたものは、優れた耐電圧性能が実現されていることが明らかとな
った。
【００９２】
　また、表４及び表５に示すように、ねじ径をＭ１２としたサンプルについては、絶縁体
先端部の体積Ａを６ｍｍ3以上とし、絶縁体根元部の体積Ｂを４６ｍｍ3以上としたものが
耐電圧性能に優れ、表６及び表７に示すように、ねじ径をＭ１０としたサンプルについて
は、絶縁体先端部の体積Ａを３．５ｍｍ3以上とし、絶縁体根元部の体積Ｂを２８ｍｍ3以
上としたものが耐電圧性能に優れることがわかった。
【００９３】
　以上、上記試験の結果を鑑みて、耐電圧性能の向上を図るという観点から、ねじ部のね
じ径をＭ１４としたスパークプラグにあっては、絶縁体先端部の体積を１２ｍｍ3以上と
し、絶縁体根元部の体積Ｂを８３ｍｍ3以上とすることが好ましいといえる。また、ねじ
部のねじ径をＭ１２としたスパークプラグにあっては、絶縁体先端部の体積を６ｍｍ3以
上とし、絶縁体根元部の体積Ｂを４６ｍｍ3以上とすることが好ましく、ねじ部のねじ径
をＭ１０としたスパークプラグにあっては、絶縁体先端部の体積を３．５ｍｍ3以上とし
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、絶縁体根元部の体積Ｂを２８ｍｍ3以上とすることが好ましいといえる。
【００９４】
　尚、優れた耐電圧性能を実現するという面から、絶縁体先端部の体積Ａや絶縁体根元部
の体積Ｂの上限は特に限定されるものではないが、主体金具のサイズ（特に、絶縁碍子が
挿通される内孔のサイズ）を鑑みると、ねじ径Ｍ１４のスパークプラグにあっては、絶縁
体根元部の体積Ｂを１１３ｍｍ3以下とすることが好ましく、ねじ径Ｍ１２のスパークプ
ラグにあっては、絶縁体根元部の体積Ｂを５４ｍｍ3以下とすることが好ましく、ねじ径
Ｍ１０のスパークプラグにあっては、絶縁体根元部の体積Ｂを３７ｍｍ3以下とすること
が好ましいといえる。
【００９５】
　次いで、ねじ部のねじ径をＭ１４とした上で、中心電極のうち脚長部内に配置される部
位の内径（中心電極径）を種々変更したスパークプラグのサンプルを作製し、各サンプル
を排気量１．６Ｌ，４気筒ＤＯＨＣエンジンに組付けた上で、所定の動作条件でエンジン
を動作させた。そして、エンジン動作時における中心電極先端部の温度を測定し、当該温
度と、中心電極径を２．３ｍｍとしたものを同様の条件で加熱したときの温度（基準温度
）との温度差を算出した。図４に、中心電極径と温度差との関係を表すグラフを示す。
【００９６】
　図４に示すように、中心電極径を１．７ｍｍ未満としたサンプルは、温度差が急激に増
大してしまい、中心電極の熱引きが悪化してしまうことがわかった。従って、耐熱性の向
上を図るという観点から、ねじ部のねじ径をＭ１４としたスパークプラグについては、中
心電極径を１．７ｍｍ以上とすることが好ましいといえる。
【００９７】
　但し、中心電極の拡径化は、相対的に絶縁碍子の薄肉化を招いてしまう。従って、耐電
圧性能を十分に確保するという観点から、ねじ部のねじ径をＭ１４としたスパークプラグ
においては、中心電極径を３．０ｍｍ以下とすることが好ましいといえる。
【００９８】
　また、同様の試験をねじ部のねじ径をＭ１２、又は、Ｍ１０としたスパークプラグのサ
ンプルに対して行ったところ、ねじ径をＭ１２としたサンプルについては、中心電極径を
１．５ｍｍ未満としたときに、ねじ径をＭ１０としたサンプルについては、中心電極径を
１．３ｍｍ未満としたときに、それぞれ温度差が急激に増大してしまうことがわかった。
【００９９】
　従って、耐熱性の一層の向上を図るという観点から、ねじ径をＭ１２としたスパークプ
ラグにおいては、中心電極径を１．５ｍｍ以上とすることが好ましく、ねじ径をＭ１０と
したスパークプラグでは、中心電極径を１．３ｍｍ以上とすることが好ましいといえる。
【０１００】
　但し、絶縁体の肉厚を十分に確保し、十分な耐電圧性能を実現するという観点から、ね
じ径をＭ１２としたスパークプラグにあっては、中心電極径を２．６ｍｍ以下とすること
が望ましく、ねじ径をＭ１０としたスパークプラグにおいては、中心電極径を２．１ｍｍ
以下とすることが望ましいといえる。
【０１０１】
　尚、上記実施形態の記載内容に限定されず、例えば次のように実施してもよい。勿論、
以下において例示しない他の応用例、変更例も当然可能である。
【０１０２】
　（ａ）本発明の技術思想を適用可能なスパークプラグの構成は、上記実施形態に示すも
のに限定されるわけではなく、例えば、図５及び図６に示すように、絶縁碍子６２の中胴
部７２及び脚長部７３の間に位置するテーパ部７４が、主体金具６３の座部７６に対して
軸線ＣＬ１方向に沿って同位置又はそれよりも後端側に位置する段部８１に対して板パッ
キン８２を介して係止されるとともに、先端側内周部１１１が先端側に向けて徐々に縮径
する縮径部１１２を有するようにして形成されたスパークプラグ６１に対して、本発明の
技術思想を適用することとしてもよい。このようなスパークプラグ６１であっても、絶縁
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碍子６２のうち、その先端から後端側に２ｍｍまでに位置する絶縁体先端部１０１の体積
Ａ、及び、テーパ部７４のうち段部８１に係止される部位の後端から先端側に位置すると
ともに、先端側内周部１１１と自身の外周部分との径差Ｄが１．５ｍｍ以下（つまり、Ｄ
／２≦０．７５ｍｍ）の部分である絶縁体根元部１０２の体積Ｂについて、０．１２≦Ａ
／Ｂ≦０．２４を満たすように設定することで、耐熱性及び耐消耗性の双方を向上させる
ことができる。
【０１０３】
　（ｂ）上記実施形態では、板パッキン２２を介してテーパ部１４が段部２１に対して間
接的に係止されているが、板パッキン２２を省略し、テーパ部１４を段部２１に対して直
接係止することとしてもよい。
【０１０４】
　（ｃ）上記実施形態では、中心電極５や接地電極２７の先端部に貴金属チップ３１，３
２が設けられているが、貴金属チップ３１，３２の双方、又は、いずれか一方を省略して
構成することとしてもよい。尚、貴金属チップ３１，３２の双方を省略して構成した場合
には、中心電極５の先端部と接地電極２７の先端部との間に火花放電間隙３３が形成され
ることとなる。また、一方の電極５（２７）の貴金属チップ３１（３２）を省略して構成
した場合には、一方の電極５（２７）の先端部と、他方の電極２７（５）に設けられた貴
金属チップ３２（３１）との間に火花放電間隙３３が形成されることとなる
　（ｄ）上記実施形態においては、ねじ部１５のねじ径がＭ１４以下とされているが、ね
じ部１５のねじ径は特に限定されるものではない。
【０１０５】
　（ｅ）上記実施形態では、主体金具３の先端部２６に、接地電極２７等が接合される場
合について具体化しているが、主体金具の一部（又は、主体金具に予め溶接してある先端
金具の一部）を削り出すようにして接地電極を形成する場合についても適用可能である（
例えば、特開２００６－２３６９０６号公報等）。
【０１０６】
　（ｆ）上記実施形態では、工具係合部１９は断面六角形状とされているが、工具係合部
１９の形状に関しては、このような形状に限定されるものではない。例えば、Ｂｉ－ＨＥ
Ｘ（変形１２角）形状〔ＩＳＯ２２９７７：２００５（Ｅ）〕等とされていてもよい。
【符号の説明】
【０１０７】
　１，６１…スパークプラグ
　２，６２…絶縁碍子（絶縁体）
　３，６３…主体金具
　４…軸孔
　５…中心電極
　１２，７２…中胴部
　１３，７３…脚長部
　１４，７４…テーパ部
　１５…ねじ部
　２１，８１…段部
　２６…（主体金具の）先端部
　２７…接地電極
　３１，３２…貴金属チップ
　３３…火花放電間隙（間隙）
　４１，１０１…絶縁体先端部
　４２，１０２…絶縁体根元部
　５１，１１１…先端側内周部
　ＣＬ１…軸線
【要約】
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【課題】小径化された中心電極を有するスパークプラグにおいて、耐汚損性及び耐熱性の
向上を図る。
【解決手段】スパークプラグ１は、中心電極５、絶縁碍子２、及び、主体金具３を備え、
絶縁碍子２は、脚長部１３、テーパ部１４、及び、中胴部１２を具備する。中心電極５の
うち脚長部１３内に配置される部位の最大外径が３．０ｍｍ以下とされる。主体金具３の
内周には、段部２１と先端側内周部５１とが形成され、段部２１にテーパ部１４が係止さ
れる。絶縁碍子２のうち、軸線ＣＬ１方向に沿った絶縁碍子２先端から後端側に２ｍｍま
での部分の体積をＡ（ｍｍ3）、テーパ部１４のうち段部２１に係止される部位の後端か
ら先端側に位置するとともに、先端側内周部５１と自身の外周部分との径差が１．５ｍｍ
以下の部分の体積をＢ（ｍｍ3）としたとき、０．１２≦Ａ／Ｂ≦０．２４を満たす。
【選択図】　　　図２

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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